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この地域 l

の状況
サ ンゴ礁や川平湾や平久保崎 などす ぐれた景戟資源 が存 在 してい る。事業実施 区域 周辺では、カラ岳 が地域の シン
況

区域及びその周辺は、固結石灰岩及 び砂岩か らなる宮 良層 の浸食 によって形成 され た残丘や、海成段丘な どが主要≠

こみ られ る防風林やサ ンゴ礁 の涼 も景観資源 とな っている。
観

調査地点は、最 も典型 的な地点特 性 を把握で きる地点 を眺望景観 の代表 とし、国道390号か らの通過利用 によるカラ

こおける囲鏡景観につ いては、地 形、植生 、土地利用 の状況 を重 ね合わせた結呆、14 の景観 区を構成 していた。

ボル として主要な眺望点 となってい る。また、海洋げ ヤーの際見 られ る海上

ま景観資源 であ り、連 続的に分布す る残丘群 と海成段丘 に囲まれた地域 が

岳や遠 方の山並み 、海 等を選定 した。
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・カ ラ岳の切
削後の切削
面について
は、厚層基
材吹付 け等
を行 う他、
可能な限 り
現地 の植物
を利用す る
線化対策 を
行 う。

・法面や滑走
路周辺 の緑
化 は、可能
な限 り現地

の植物 を利
用す る。

○主要な眺望点の変化

カ ラ岳の眺望は、カラ岳 の一部が切 削され るこ とに なるが、環境保全配慮 として、カラ岳の切削面は緑化す
る こととしてお り、草地 で覆 われた カラ岳 の眺望の変化 は小 さく、地域のシ ンボル としてのカ ラ岳 の眺望の変
化は小 さい もの と予測 され る。

白保集落地先の海上か らの眺望は、事業実施 区域が ほ とん ど視 経できない ことか ら、変化は極 めて小 さい も

の■と予測 される。
○景観資源の変化

・残丘
残丘群の うち、カラ岳 の一部 は、切 削され る ことか ら、形 状が変化す ることとなる。 しか し、環境保全配慮

として、・カ ラ岳切 削面は嘩伸 す るこ ととしてお り、草地 で覆 われたカ ラ岳の景観 資源 の変化 は小 さいもの と予
測 され る。

・海成段丘
改変 され る面積は、石垣 市の67．67k皿2の うち、約1．8％ に相 当す る1．2胡皿2で あ り、海成段丘そ のものの変化

の程度は極 めて小 さい もの と予測 され る。

・防潮林
防潮林は、北側進入灯の設置 によ り、ご く一部の樹林 が伐採 され るが、改変面 積が′トさい ことか ら、防潮林

の変化の程度は極めて小 さい もの と予測 され る。

・サ ンゴ礁
サ ンゴ礁は、事業による直接的 な改 変はな く、変化 はない もの と予測 されて いる ことか ら、景観 資源 として

のサ ンゴ礁の変化はない もの と予測 され る。
○主要な眺望景観の変化

・陸上か らの眺望景観の変化
場所 によ り、スカイ ライ ンの変化 がある。また、飛 行場の ター ミナル ビル の一部が見 られ るよ うになる と予

測 され る。改変の割合は 1 ～ 3 ％程 度である。

・海上か らの眺望景観の変化
場所 によ り、 ター ミナル ビルや空港 法面、カ ラ岳 の切削箇所が見 られ るよ うにな ると予測 される。改変 の割

合は 1 ％程度であ る。

・カ ラ岳 の眺望景観の変化
将来 は、カ ラ岳 の切 削による地形 の変化 が視 落 され 、樹林帯 の聞か らは、飛行場 の法面も視認 できる。また、

スカイ ライ ンの変化が予想 され る。 ただ し、カ ラ岳 の切削面や飛行場 の法面は、緑化す ることで変化の程 度は
低減 されてい るもの と予測 され る。

・カ ラ岳か らの眺望景観の変化
将来 は、 ゴル フ場の多 くが改変 され、ター ミナル ビル、エ プロンな どが見 られ るようになる と予測 され る。

改変 の割合 は4 ～ 8 ％程度で ある。
○囲綾景観 の変化

・普遍価値
自然度の高い 傾 丘 一山地林 」や r海浜植生」 の 自然植生 は、事業 に よる改変は なく、 自然性の価値の変化

は ない。「段丘 ・・残丘 ・低地 一章地」 は、事業 によ る改 変で場 の消失 が生 じるが 、事業 の計 画検 討に当た って
請 じた環境保全配慮 として、飛行場 内や法面の緑化 を行 うこ とか ら、 自然性の価値 の変化は小 さい もの と考 え
られ る。r段丘 一二次林 」、 「残丘 一植林 」につ いては面積 が減少す るものの、周辺 に同様の価 値 をもった場所
が多 く存在す る ことか ら、 自然 性の価値 の変 化は小 さい と考 え られ る。 「段丘 一牧 草地j や 「段丘 一耕作地」
は、 国道390号 の付 け替 えに よ り、将来 も現況 と類似 した景観 区 となる ことか ら、利 用性の価値の変化は小 さ
い と考 え られ る。

ゴル フ場 の大半 は事業 によ り改変 され、 ゴル フ場 の持 っている＿「段丘 一章地 －ゴル フ軌 の芝や 「段丘 －ニ
次林」 の樹林帯 で構成 され る 自然 性や快適性の価 値が減少す る。 しか しなが ら、 限 られた利用者 に対す る快適
性 はゴル フ とい う行為 を通 じた空間的広が りを指標 とす るものであ り、 自然性 と併せ て、他 ゴル フ場で も同様

の快適性 を認識す ることができる と考え られ る。 また、飛行場 内を緑化す ることで、現在 のゴル フ場 の 「段丘

一章地 J の要素 に近い景観 を創 出す ることにな る。 した がって、 ゴル フ場の■変化 は、利用性 が低 いこ と、類似
の景観 を創 出す るこ とから、変化は小 さい と予測 され る。

・固有価 値
事業 の影響 は、海域 に及 ばない ことか ら、海 域での郷土性 や固有性 といった価 値認識に変化 はない。 また、

郷 土性 の価値 があるカラ岳 について は、 山腹 の一部 を切 削す るもの の、 山の頂 上の切削を行 わない こと、北側

の大里集落か らの眺望 に変化 がない こ と、環境 保全配慮 として、切 削面 を緑化す ることによ り、郷土性 の価 値
認識の変化 は′トさい と予測 され る。

◎環境影響 の回避 ・低減 の検討
事業 の計 画検討 に当た り講 じた環境保全配慮 を予測 の前提 として検

討 した結果 、以下 に示す とお り、環境影響 の程度 は極 めて小 さいもの
と判断 され る ことか ら、環境 影響は、事業者 によ り実行 可能 な範囲 内

でで きる限 り回避 され 、又 は低減 されてお り、環境 の保全 につい ての
配慮 が適正 にな され ている と評価 した。

・主要 な眺望 点の変化
カラ岳 の一部 が切 削され る ことで カラ岳 の眺望 が変化 するが、環境

保全配 慮 として、緑化対 策を溝ず ることによ り、地 域のシンボル とし

てのカラ岳 の眺望 の変化 は小 さい もの と予測 され る こと、白保集落地
先 の海 上か らの眺望 は、事業実施 区域 がほ とん ど視 認できないこ とか
ら、変化は極 めて小 さいもの と予測 され るこ とか ら、環境影響 の程 度
は、事業者に よ り実行 可能な範囲 内でできる限 り低減 されている。

・景観 資源の変化
飛 行場が存在す る ことに よる景観 資源 である残 丘、海成段丘の一部

が改変 され るが 、環境保全配 慮 として、緑化対策 を講ず ることによ り、
改変の程度 は極 めて小 さい もの と予測 され、環境 影響の程度は、事業
者 に より実行可能 な範囲内でで きる限 り低減 されてい る。

・主要な眺望景観 の変化
主要な眺望景観 の変化があ る と予測 される地点は、事業実施区域束

側 の農道、カ ラ岳 、カ ラ岳か ら海域 方向、宮良台地、カ ラ岳 （近景）

であったが、環境 保全配慮 と して、飛行 場内や法面、カ ラ岳の切削面
を緑化す るこ とに より、主要 な眺望景観に及ぼす環境影響の程度は、
事業者 によ り実 行可能な範囲 内でできる限 り低減 されてい る。

・囲続景観
囲続景観 の普 遍価値 におい て、 ゴル フ場について は、大半が事業 に

よ り改変 され 、 ゴル フ場の持 ってい る 「段丘 －ニ次林、草地」の価値
は減少 し、限 られた利用者 に対 す る快適性 も消失す るが、 ゴル フ場 の
「段丘 一二 次林 、草地」 の景観 区の変化 は、利用性 が低い こと、価値

認識 が代替 でき ることか ら影響 は極 めて′トさい もの と予測 され る。 ま
た、 自然性 の価 値が高 いと考 え られ る 「段丘 一山地林」、 「海浜植生」
に変化 がない こ と、 「段丘 ・残 丘 ・低 地一章地」 について、場の消失
が生 じるものの、事業の計画検討 に当た り講 じた環境保全配慮 として、
飛行場 内、法面、カ ラ岳切 削箇所で は緑化 を行 うこ とか ら自然性 の価
値の減少 は低減 され ると予測 され る。

固有価値 は、価値 が高い と考 えられ る郷土性や 固有性 の変化 が極 め
て小 さいこ とか ら、価値 の変化の程度 は極 めて小さいもの と予測 され
る。
以 上のこ とか ら、環 境保 全配慮 と して 、飛行場 内や法面、カラ岳の

切 削面を緑化す るこ とによ り、囲続景観 の普遍価値 及び固有価値 に及
ぼす環境 影響の程度 は極めて小 さい と判 断され 、環 境影響は、事 業者
によ り実行可能 な範 囲内でで きる限 り低減 されてい る。

◎国又 は地方公共 団体 による環境保全 の基 準又 は 目標 との整合性に係る
評価

沖縄 県が平成 15年4月に策 定 した沖縄 県環境基本 計画 による と、
「人 と自然 が共 生す る潤いの ある地域づ くり」に向 けた緑 ・水辺 ・景

観 の保全 と創造 に係 る施策 として、「良好 な 自然 ・農 村景親の保全 と
創 造」 を推進す る こととしてお り、 これを環境保全 の基準又 は目標 と
す る。

事業 の計画検 討 に当た り講 じた緑化等の環境保全配慮 を予測 の前提
として検討 した結果 、主要 な眺望点、景観資源 、主 要な眺望景観及 び
囲練景観 の変化 は／トさいもの と考 えられ ることか ら、環 境保全 の基準
又 は目標 との整合 は図 られ てい るものと評価 した。

事業 の計画
検討 に当た り
講 じた環境保
全配慮 を予測

の前提 として
検 討 し た 結
果 、環境影響

の程 度は極 め
て小 さいもの
と判 断 される
こ とか ら、環
境保 全措置を
誇 ずる必要は
ないもの と判
断 した。

環境保全措
置を講 じない
ことか ら事後
調査の必 要は
ない と判 断 し
た。


